
協議運賃制度について

出典：国土交通省関東運輸局がんばる地域応援プロジェクト２０２３（令和５年度）第４回勉強会（10月20日開催）資料
「（１）一般乗合旅客自動車運送事業の（運賃）協議会について」(抜粋)

◆道路運送法の改正◆
一般乗合旅客自動車運送事業の協議運賃制度※について、次のとおり改正されました。

➤ 従来は、地域公共交通会議で協議されていましたが、独占禁止法上のカルテルに当たるとの
疑義が生じないように、別の協議会（運賃協議会）を設置し、運賃を定めようとする事業者のみ
が協議に参加することとなりました。（道路運送法第９条第４項）

➤ また、協議会（運賃協議会）の開催に当たっては、事前に公聴会の開催など住民、利用者その他
利害関係者の意見を反映させるための必要な措置を講じなければならないこととなりました。
（道路運送法第９条第５項）

（一般乗合旅客自動車運送事業の運賃及び料金）
第９条 （略）
２・３ （略）
４ 一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者を構成員とする協議会において、地域における需要に
応じ当該地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域（以下この項にお
いて「路線等」という。）に係る運賃等について協議が調つたときは、第一項及び前項の規定にかかわら
ず、当該協議が調つた事項を国土交通大臣に届け出ることにより、当該運賃等を定めることができる。当
該協議会において当該運賃等の変更について協議が調つたときも、同様とする。
一 当該路線等をその区域に含む市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は都道府県
二 当該運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
三 当該路線等を管轄する地方運輸局長
四 第一号に規定する市町村の長又は同号に規定する都道府県の知事が関係住民の意見を代表する者とし
て指名する者

５ 前項第一号に掲げる者は、同項の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、利用者
その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

６・７ （略）

◆改正道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）(抜粋)◆

※「協議運賃制度」とは
一般乗合旅客自動車運送事業者は、運賃及び料金の上限を定めて、国土交通大臣の認可を受けなければならないが、当該運賃等に
ついて地域公共交通会議で協議が調ったときは、上限運賃の認可を受けることなく、届出（３０日前）で足りるとする制度。
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